
 

～ディーゼル車の首都圏への乗り入れ規制について～ 
 

首都圏（埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県）では、ディーゼル車から排出され

る粒子状物質（PM）による大気汚染対策として、平成 15 年 10 月から、一都三県

の条例により排出基準を満たさない旧型式のディーゼルトラック・バスなどの運行

を禁止しています。この条例は、周辺地域から乗り入れてくる車両を含め、首都圏

を運行する全てのディーゼル車に適用されます。 

九都県市では、条例に基づく検査や広報活動などを実施しておりますが、未だに

条例の排出基準に適合しない車両が首都圏を運行していることが確認されています。 

 

首都圏を運行される際は、あらかじめご確認をお願いします。 

排出基準に適合した自動車を利用し、あおい空を守りましょう！ 

 

規制の主な内容 

粒子状物質の排出基準を満たさないディーゼル車は、首都圏で運行が禁止されています。 

対象地域 埼玉県、千葉県、東京都（島しょ地域を除く。）、神奈川県 

対象車種 
軽油を燃料とするトラック、バス及びこれらをベースに改造した特種用途

自動車 

罰則等 ５０万円以下の罰金 

 

排出基準を満たさないディーゼル車とは 

自動車検査証の「型式欄」に次の記号がある車両は、次の地域では運行ができません。なお、

条例で指定された粒子状物質減少装置を装着した車両であれば運行が可能です。 

①千葉県、神奈川県で運行できない車両 

⇒ Ｋ－、Ｎ－、Ｐ－、Ｓ－、Ｕ－、Ｗ－、ＫＡ－、ＫＢ－、ＫＣ－、 

記号がない昭和５４年ごろまでに製造された車両 

②埼玉県、東京都で運行できない車両 

  ⇒ ①に加え、ＫＥ－、ＫＦ－、ＫＧ－、ＫＪ－、ＫＫ－、ＫＬ－、ＨＡ－、 

ＨＢ－、ＨＣ－、ＨＥ－、ＨＦ－、ＨＭ－ 

 

お問い合わせ先（九都県市首脳会議） 

埼玉県 環境部大気環境課 電話 ０４８－８３０－３０６４ 

千葉県 環境生活部大気保全課 電話 ０４３－２２３－３８１０ 

東京都 環境局環境改善部自動車環境課 電話 ０３－５３８８－３５９８ 

神奈川県 環境農政局環境部大気水質課 電話 ０４５－２１０－４１８０ 

横浜市 環境創造局環境保全部大気・音環境課 電話 ０４５－６７１－４２２７ 

川崎市 環境局環境対策部大気環境課 電話 ０４４－２００－２５３１ 

千葉市 環境局環境保全部環境保全課温暖化対策室 電話 ０４３－２４５－５１９９ 

さいたま市 環境局環境共生部環境対策課 電話 ０４８－８２９－１３３０ 

相模原市 環境経済局環境共生部環境保全課 電話 ０４２－７６９－８２４１ 

ディーゼル車規制のホームページ：九都県市あおぞらネットワーク http://www.9taiki.jp   

九都県市からのお願い 

http://www.9taiki.jp/

